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○

個人事業者0W費税の課税対象

Q:私は印刷業を営む個人事業者です。こ。

の度、新しい機械を購入する資金に充てるた

めに今まで事業のように供していた機械と鉄

屑そして私が個人的に趣味で所有していた絵

画を売却しました。これらの資産の売却につ

いては消費税の課税対象になるのでしょうか。

ユヘ：消費税は、国内において事業者が事業

として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸

し付け及び役務の提供が課税対象となります。

この場合、事業として行う資産の譲渡や貸

し付けは、事業活動の一環として又は事業活

動に関連して行われる棚卸商品以外の資産、

例えば事業の用に供していた建物、機械、ス

クラップ等の売却代を含みます。

従って、事業の用に供していた機械と鉄屑

の売却は、消費税の課税対象となります0

事業に関係なく個人的に所有していた家事

用資産である絵画については、事業者以外の

者が家事用資産を売却したのと同じように取

り扱います。たとえ事業用資金に充てるため

の目的で売却したとしても、事業に付随して

行われたものではないので、消費税の課税対

象とはなりません。

個人事業者については、上記のように取り

扱いますが、法人については全ての取引が事

業として行ったものとなります。
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課税鋪雰と芯る取引上a
①国内取引で

②手業活が手業こして行う”で
③対価迄得て術蛎iK3

④萱産の諜寝.脅千
役務鋤樹共そ､ぃ河隻診


